
 

                      

 

第３章 資  料 

 

 

 １ 食品群別留意点 

 

 

１）穀   類 

 

 穀類の成分値改訂全般に通じる主な事項は、次のとおりである。 

 ① 四訂成分表にある玄穀のうち、そのまま食用としないものについては、原則として削除した。 

 ② 試料は、原則として標準的な市販品を用いることとした。ただし、一部の入手が困難なものについては基

本配合割合で調製したものを用いた。 

 ③ 調理した食品は、「ゆで」及び「炊き」を収載し、調理する前の食品（生又は乾）と同一の試料を用いて調

理し分析した。各食品の調理方法の概要を表１４に示した。 

 以下、各食品ごとの成分値改訂に関する主な留意点について述べる。 

アマランサス 

 －０１００１ 玄穀 

 新たに収載した「アマランサス」はヒユ科ヒユ属に属する一年草の疑似穀類で、メキシコ原産のAmaranthus 

hypochondriacusとグァテマラ・メキシコ原産のA. cruentunsのほか、江戸時代から観賞用にされた穂の垂れるヒ

モゲイトウのA. caudatusがある。穀粒は直径１～１．５mmの扁平レンズ状で、多くはもち種である。試料は、我

が国で栽培の多いA. hypochondriacusを用いた。成分値は、分析値に基づき決定した。 

あわ＜粟＞ 

 －０１００２ 精白粒 

 －０１００３ あわもち 

 「精白粒」の成分値は、分析値及び四訂成分表成分値に基づき決定した。「あわもち」の成分値は、「あわ」の

「精白粒」と〔水稲穀粒〕の「精白米」の成分値に基づき計算により決定した。なお、四訂成分表の「玄穀」は

削除した。 

えんばく＜燕麦＞ 

 －０１００４ オートミール 

 「オートミール」の成分値は、分析値及び四訂成分表成分値に基づき決定した。なお、四訂成分表の「玄穀」

は削除した。 

おおむぎ＜大麦＞ 

 －０１００５ 七分つき押麦 

 －０１００６ 押麦 

 －０１００７ 米粒麦 

 －大麦めん 

  －０１００８ 乾 

  －０１００９ ゆで 

  －０１０１０ 麦こがし 

 「七分つき押麦」、「押麦」及び「米粒麦（べいりゅうばく）」は六条大麦の皮麦又は裸麦を原料とし、これを精



 

                      

白加工したものであるが、一部に二条大麦を原料とする場合もある。製品は、精白粒を蒸気で加熱圧扁した押麦

と精白粒を黒条に沿って切断して２分した切断麦（米粒麦と呼ばれる無圧扁切断麦とこれを加熱圧扁した白麦が

ある）がある。現在流通している七分つき押麦、押麦、米粒麦には、ビタミンB１強化製品と未強化製品（精白歩

留りの高い「七分つき押麦」を含む）がある。四訂成分表では強化製品を収載していたが、平成８年に栄養改善

法による特殊栄養食品の強化食品が廃止され自己認証となったので、本編では未強化製品を収載した。また、食

品名の「切断麦」を「米粒麦」に改めた。各食品の成分値については分析値及び四訂成分表成分値に基づき決定

した。なお、四訂成分表の「穀粒」の「玄皮麦」及び「玄裸麦」は削除した。 

 「大麦めん」は大麦粉と小麦粉を原料としためん類で、生めん類の表示に関する公正競争規約１）では大麦粉が

３０％以上配合されているものと定義されている。成分値は大麦粉５０％、小麦粉５０％の製品についての関係

資料２）に基づき決定した。 

 「麦こがし」は、こうせんあるいははったいことも呼ばれ、焙煎（ばいせん）した大麦玄穀を粉にしたもので

ある。四訂成分表では皮麦を原料にした「関東風」、裸麦を原料とした「関西風」に分けて収載していたが、皮麦

を原料にした「関東風」はあまり市場に見あたらないので削除し、四訂成分表の「関西風」を「麦こがし」に名

称変更した。成分値は、市販品の分析値及び四訂成分表成分値に基づき決定した。 

き   び＜黍＞ 

 －０１０１１ 精白粒 

 「精白粒」の成分値は、分析値及び四訂成分表成分値に基づき決定した。なお、四訂成分表にある「玄穀」は

削除した。 

こむぎ＜小麦＞ 

 〔玄穀〕 

  －国産 

   －０１０１２ 普通 

  －輸入 

   －０１０１３ 軟質 

   －０１０１４ 硬質 

 「こむぎ」は粒の硬さにより、軟質小麦、中間質小麦及び硬質小麦に大別される。粒の軟らかい軟質小麦から

は、主として製菓用に適する粉（グルテン形成量の低い粉）が、粒の硬い硬質小麦からは、主として製パン用に

適する粉（グルテン形成量の高い粉）が、両者の中間の性質をもつ中間質小麦からは、主としてめん用に適する

粉がそれぞれ得られる。 

 国産小麦は、農産物検査法（昭和２６年法律第１４４号）に基づく農産物規格規程３）により、普通小麦と強力

小麦に大別されているが、普通小麦のみ収載した。「国産」の「普通」、「輸入」の「軟質」及び「硬質」の成分値

は、分析値及び四訂成分表成分値に基づき決定した。 

〔小麦粉〕 

  －薄力粉 

   －０１０１５ １等 

   －０１０１６ ２等 

   －０１０１７ （欠番） 

 －中力粉 

   －０１０１８ １等 

   －０１０１９ ２等 

  －強力粉 

   －０１０２０ １等 



 

                      

   －０１０２１ ２等 

   －０１０２２ （欠番） 

－０１０２３ 全粒粉 

  －プレミックス粉 

   －０１０２４ ホットケーキ用 

   －０１０２５ てんぷら用 

 〔小麦粉〕には、たんぱく質含量が少なく、グルテンの性質が弱少な薄力粉、たんぱく質含量が高く、グルテ

ンの性質が強靱な強力粉、両者の中間にある中力粉に大別される。薄力粉は製菓用、強力粉は製パン用、中力粉

は製めん用に適している。 

 「薄力粉」、「中力粉」及び「強力粉」の「１等」と「２等」の成分値は、分析値及び四訂成分表成分値に基づ

き決定した。なお「１等」と「２等」は同一の小麦の製粉ラインから採取したものを試料とした。 

 新たに「強力粉」の「全粒粉」を収載し、成分値は、「こむぎ」の「輸入」の「硬質」の成分値に基づき計算に

より決定した。 

なお、五訂成分表（初版）に収載されていた「薄力粉」の「学校給食用」（０１０１７）及び「強力粉」の「学

校給食用」（０１０２２）は、学校給食用物資としての全国一元的な供給制度が平成1３年度末に廃止されたこと

から、削除した。 

 「プレミックス粉」は品目別に多くの製品があるが、「ホットケーキ用」及び「てんぷら用」を新たに収載した。 

「ホットケーキ用」は薄力粉１等、砂糖、ぶどう糖、ベーキングパウダー、コーンフラワー、脱脂粉乳、全卵

粉末、ショートニング、食塩等を、「てんぷら用」は薄力粉１等、コーンスターチ、ベーキングパウダー等を原料

とした製品である。各食品の成分値は、市販品の分析値と原料配合割合に基づき計算により決定した。なお、両

食品とも、加熱調理に伴い二酸化炭素等が発生するので、その量を本表備考欄に記した。したがって、この量を

一般成分に加えると各々１００gになる。 

 〔パ ン 類〕 

  －０１０２６ 食 パ ン 

  －０１０２７ （欠番） 

  －０１０２８ コッペパン 

  －０１０２９ （欠番） 

－０１０３０ 乾パン 

  －０１０３１ フランスパン 

  －０１０３２ ライ麦パン 

  －０１０３３ ぶどうパン 

  －０１０３４ ロールパン 

  －０１０３５ クロワッサン 

  －０１０３６ イングリッシュマフィン 

  －０１０３７ ナン 

 〔パン類〕については、基本的な原材料配合割合（別表）に基づいた市販品を選定し、成分値は、分析値及び

四訂成分表成分値に基づき決定した。「イングリッシュマフィン」及び「ナン」を新たに収載した。成分値は、「イ

ングリッシュマフィン」は市販品の、「ナン」は焼いたものを冷凍した市販品のそれぞれ分析値に基づき決定した。 

なお、五訂成分表（初版）に収載されていた「食パン」の「学校給食用」（０１０２７）及び「コッペパン」の

「学校給食用」（０１０２９）は、原材料とする小麦粉の学校給食用物資としての全国一元的な供給制度が平成1

３年度末に廃止されたことから、削除した。 

 



 

                      

           別表 パン類の原料配合割合 

 食パン コッペ

パ  ン

フラン

スパン

ライ麦

パ  ン

ぶどう

パ  ン

ロール

パ  ン 

クロワ

ッサン 

小麦粉  強力 

 １等 

  100 

 強力 

 １等 

  100 

 中力 

 １等 

  100 

 強力 

 １等 

  50 

 強力 

 １等 

 100 

 強力 

 １等 

 100 

 強力 

 １等 

  100 

原料粉 

ライ麦粉      50    

酵母     2      2     1   1.8   3    2.5     3 

食塩     2      2     2   1.8   1.8    1.8     2 

砂糖(上白)     4     4    10    6     8 

ショートニング     4     4    4   6   

マーガリン        12    50 

バター         3     6 

脱脂粉乳     2     3     2    2  

牛乳         10 

鶏卵(全卵)         5  

干しぶどう      40   

モルトシロップ     0.5     

粉末状小麦蛋白      2    

       配合は原料粉100に対する割合 

 

 〔うどん・そうめん類〕 

  －う ど ん 

   －０１０３８ 生 

   －０１０３９ ゆで 

   －０１０４０ （欠番） 

  －干しうどん 

   －０１０４１ 乾 

   －０１０４２ ゆで 

  －そうめん・ひやむぎ 

   －０１０４３ 乾 

   －０１０４４ ゆで 

  －手延そうめん・手延ひやむぎ 

   －０１０４５ 乾 

   －０１０４６ ゆで 

  〔うどん・そうめん類〕は基本的には小麦粉に食塩水を加えてこね、線切りしたものである。各食品の成分

値は、分析値及び四訂成分表成分値に基づき決定した。 

 ｢手延そうめん・手延ひやむぎ｣は、普通の「そうめん・ひやむぎ」とその製法が異なり、麺紐の表面に植物油



 

                      

を塗付し、よりをかけながら順次引き延ばして丸棒状のめんとし、乾燥したもので、製めんの工程において熟成

が行われたものである。そうめんとひやむぎは、形状に相違があるものの、その原料小麦粉の種類はほとんど変

わらないので、成分値は一括して示した。 

なお、五訂成分表（初版）に収載されていた「うどん」の「学校給食用ゆでめん」（０１０４０）は、原材料と

する小麦粉の学校給食用物資としての全国一元的な供給制度が平成1３年度末に廃止されたことから、削除した。 

〔中華めん類〕 

  －中華めん 

   －０１０４７ 生 

   －０１０４８ ゆで 

  －０１０４９ 蒸し中華めん 

  －干し中華めん 

   －０１０５０ 乾 

   －０１０５１ ゆで 

  －沖縄そば 

   －０１０５２ 生 

   －０１０５３ ゆで 

  －干し沖縄そば 

   －０１０５４ 乾 

   －０１０５５ ゆで 

  〔中華めん類〕はかん水を使用して製めんしたものである。各食品の成分値は、分析値及び四訂成分表成分

値に基づき決定した。 

｢蒸し中華めん｣は、焼そば用のものである。 

 ｢沖縄そば｣は、沖縄めんともいわれ、主として沖縄地方で利用されるが、灰汁（あく）あるいはかん水を用い

て製めんした「中華めん」と同系統のめん類である。 

〔即席めん類〕 

  －即席中華めん 

   －０１０５６ 油揚げ味付け 

   －０１０５７ 油揚げ 

   －０１０５８ 非油揚げ 

  －中華スタイル即席カップめん 

   －０１０５９ 油揚げ 

   －０１０６０ 油揚げ、焼きそば 

   －０１０６１ 非油揚げ 

  －和風スタイル即席カップめん 

   －０１０６２ 油揚げ 

 〔即席めん類〕は、「即席中華めん」、「中華スタイル即席カップめん」及び「和風スタイル即席カップめん」に

分けた。「即席中華めん」は、「油揚げ味付け」、「油揚げ」及び「非油揚げ」の３区分、「中華スタイル即席カップ

めん」は、「油揚げ」、「油揚げ、焼きそば」及び「非油揚げ」の３区分、「和風スタイル即席カップめん」は、「油

揚げ」とした。また、四訂成分表では「即席中華めん」の「油揚げ乾燥味付けめん」及び「スナックめん」の「油

揚げ乾燥味付けめん」を除いて添付調味料等を除いた成分値であったが、製品全体についての成分値を示した。

各食品の成分値は、市販品の関係資料４）に基づき決定した。なお、四訂成分表の「即席めん類」の「加熱乾燥冷

やし中華めん」、「加熱乾燥冷やし中華めん湯戻し」及び「即席和風油揚げ乾燥めん」は削除した。また、「中華ス



 

                      

タイル即席カップめん」及び「和風スタイル即席カップめん」は、即席めん類の日本農林規格の改正に伴い、五

訂成分表（初版）の「中華スタイルスナックめん」及び「和風スタイルスナックめん」から名称を変更した。 

〔マカロニ・スパゲッティ類〕 

  －マカロニ・スパゲッティ 

   －０１０６３ 乾 

   －０１０６４ ゆで 

 〔マカロニ・スパゲッティ類〕は、マカロニとスパゲティでそれぞれ形状に相違はみられるが、その原料小麦

粉の種類はデュラムセモリナ１００％が中心であるので、成分値は一括して示した。成分値は、原料がデュラム

セモリナ１００％の市販品の分析値及び四訂成分表成分値に基づき決定した。 

 〔ふ   類〕 

  －０１０６５ 生ふ 

  －焼 き ふ 

   －０１０６６ 観世ふ 

   －０１０６７ 板ふ 

   －０１０６８ 車ふ 

   －０１０６９ 竹輪ふ 

 〔ふ類〕の「生ふ」、「観世ふ」、「板ふ」、「車ふ」及び「竹輪ふ」の成分値は、市販品の分析値及び四訂成分表

成分値に基づき決定した。 

 〔そ の 他〕 

  －０１０７０ 小麦はいが 

  －小麦たんぱく 

   －０１０７１ 粉末状 

   －０１０７２ 粒状 

   －０１０７３ ペースト状 

  －０１０７４ ぎょうざの皮 

  －０１０７５ しゅうまいの皮 

  －０１０７６ ピザクラスト 

  －パ ン 粉 

   －０１０７７ 生 

   －０１０７８ 半生 

   －０１０７９ 乾燥 

 「小麦はいが」の成分値は、分析値及び四訂成分表成分値に基づき決定した。 

 「小麦たんぱく」は、小麦粉から分離したグルテン製品で、乳化性、保湿性、結着性、咀しゃく性改良等の機

能をもつことから、畜肉加工品、水産練り製品、製菓、製パン等に利用されている。「粉末状」のほかに新たに「粒

状」、「ペースト状」を収載した。「粉末状」は分析値及び四訂成分表成分値、「粒状」及び「ペースト状」は関係

資料５）に基づき決定した。 

 「ぎょうざの皮」及び「しゅうまいの皮」は、食材として家庭でよく使用されるようになってきたので新たに

収載した。「ぎょうざの皮」は強力粉１等、「しゅうまいの皮」は強力粉１等と中力粉１等を等量に配合した製品

を試料とした。成分値は、それぞれ市販品の分析値及び原料の小麦粉の成分値に基づき計算により決定した。 

 「ピザクラスト」は新たに収載した食品で、パン生地をピザ用に薄く円形に延ばしたものである。成分値は、

冷凍市販品の分析値に基づき決定した。 

 「パン粉」は、「乾燥」のほか、新たに「生」及び「半生」を収載した。「生」の成分値は、分析値に基づき決



 

                      

定し、「半生」及び「乾燥」の成分値は、「生」の成分値に基づき計算により決定した。 

こ   め＜米＞ 

 〔水稲穀粒〕 

  －０１０８０ 玄米 

  －０１０８１ 半つき米 

  －０１０８２ 七分つき米 

  －０１０８３ 精白米 

  －０１０８４ はいが精米 

 「こめ」は、うるち米ともち米があり、両者は各成分値にほとんど差異が認められないので一括して成分値を

示した。 

 〔水稲穀粒〕は、生産量の多い品種で代表的な産地の「玄米」を用いて、「半つき米」、「七分つき米」及び「精

白米」を調製し試料とした。精白歩留りは、「半つき米」９４．７～９６．１％、「七分つき米」９２．１～９３．

９％及び「精白米」９０．４～９１．０％である。「はいが精米」は、胚芽残存率が８０％以上のものであり、市

販品を用いた。「玄米」、「精白米」及び「はいが精米」の成分値は、分析値及び関係資料６）に基づき決定した。「半

つき米」及び「七分つき米」の成分値は、「玄米」の成分値及び四訂成分表の玄米からの成分変化率に基づき決定

した。 

なお、「精白米」については輸入米（円粒種及び長粒種）を含めて分析し検討を行った結果、国産米と輸入米の

成分に区分すべき大きな相違がみられなかったため、成分値は一括して示した。また、四訂成分表の「強化米」

は、特殊栄養食品の強化食品が廃止され自己認証となったので削除した。 

 〔水稲めし〕 

  －０１０８５ 玄米 

  －０１０８６ 半つき米 

  －０１０８７ 七分つき米 

  －０１０８８ 精白米 

  －０１０８９ はいが精米 

 〔水稲めし〕の「玄米」及び「精白米」の成分値は、分析値に基づき決定した。「半つき米」、「七分つき米」及

び「はいが精米」の成分値は、分析値及び四訂成分表成分値の成分変化率に基づき計算により決定した。 

 なお、水稲めしの「水分値」は、四訂成分表では65％であった。この水分は炊飯直後に米飯を密封して冷却し

て測定した値であるが、現在は炊飯器の機構が変わって水蒸気を逃がすようになっており、実際に摂食している

水分値は60％程度になっていること７)，８）、良食味米品種が増えて米の質が変わり、炊飯時の吸水量が減ってきた

ことから、分析値を基本にして60％に決定した。 

〔水稲全かゆ〕 

  －０１０９０ 玄米 

  －０１０９１ 半つき米 

  －０１０９２ 七分つき米 

  －０１０９３ 精白米 

 〔水稲五分かゆ〕 

  －０１０９４ 玄米 

  －０１０９５ 半つき米 

  －０１０９６ 七分つき米 

  －０１０９７ 精白米 

 〔水稲おもゆ〕 



 

                      

  －０１０９８ 玄米 

  －０１０９９ 半つき米 

  －０１１００ 七分つき米 

  －０１１０１ 精白米 

  〔水稲全かゆ〕、〔水稲五分かゆ〕及び〔水稲おもゆ〕の成分値は、〔水稲穀粒〕及び〔水稲めし〕の「玄米」、

「半つき米」、「七分つき米」及び「精白米」のそれぞれの成分値、四訂成分表成分値及び文献値９，１０）に基づき

計算により決定した。 

 〔陸稲穀粒〕 

  －０１１０２ 玄米 

  －０１１０３ 半つき米 

  －０１１０４ 七分つき米 

  －０１１０５ 精白米 

 〔陸稲めし〕 

  －０１１０６ 玄米 

  －０１１０７ 半つき米 

  －０１１０８ 七分つき米 

  －０１１０９ 精白米 

 〔陸稲穀粒〕及び〔陸稲めし〕の「玄米」、「半つき米」、「七分つき米」及び「精白米」については、四訂成分

表作成の際に検討がなされて、たんぱく質及び炭水化物以外の成分値については〔水稲〕と同じ値とされている。

本編においてもその考え方を踏襲し、たんぱく質のみ四訂成分表成分値を用い、炭水化物以外の成分値は〔水稲〕

と同じ値とした。 

 〔うるち米製品〕 

  －０１１１０ アルファ化米 

  －０１１１１ おにぎり 

  －０１１１２ 焼きおにぎり 

  －０１１１３ きりたんぽ 

  －０１１１４ 上新粉 

  －０１１１５ ビーフン 

  －０１１１６ 米こうじ 

 「アルファ化米」の成分値は、〔水稲めし〕の「精白米」の成分値と四訂成分表成分値に基づき決定した。 

 「おにぎり」及び「焼きおにぎり」を新たに収載した。成分値は、市販品の文献値１１～１３）及び「おにぎり」は

〔水稲めし〕の「精白米」、「焼きおにぎり」は〔水稲めし〕の「精白米」と「こいくちしょうゆ」の成分値に基

づきそれぞれ計算により決定した。 

 「きりたんぽ」は、秋田地方で飯をこねて竹輪のようにして焼いてつくられる食品で、成分値は、〔水稲めし〕

の「精白米」の成分値及び四訂成分表成分値に基づき決定した。 

 「上新粉」、「ビーフン」及び「米こうじ」の成分値は、分析値及び四訂成分表成分値に基づき決定した。 

 〔もち米製品〕 

  －０１１１７ も   ち 

  －０１１１８ 赤   飯 

  －０１１１９ あくまき 

  －０１１２０ 白 玉 粉 

  －０１１２１ 道明寺粉 



 

                      

 「もち」の成分値は、〔水稲穀粒〕の「精白米」の成分値及び四訂成分表の成分変化率に基づき計算により決定

した。 

 「赤飯」の成分値は、原材料配合割合をもち米１００、ささげ１０とし、それらの成分値から計算により決定

した。 

 「あくまき」は、鹿児島地方に伝わるちまきの一種であり、成分値は、分析値及び四訂成分表成分値に基づき

決定した。 

「白玉粉」の成分値は、分析値及び四訂成分表成分値に基づき決定した。 

 新たに収載した「道明寺粉」は菓子種として使用される。成分値は、分析値に基づき決定した。 

 なお、四訂成分表の「米ぬか」は、通常食用とされないので削除した。 

そ   ば＜蕎麦＞ 

 －そ ば 粉 

  －０１１２２ 全層粉 

  －０１１２３ 内層粉 

  －０１１２４ 中層粉 

  －０１１２５ 表層粉 

  －０１１２６ そば米 

 －そ   ば 

  －０１１２７ 生 

  －０１１２８ ゆで 

 －干しそば 

  －０１１２９ 乾 

  －０１１３０ ゆで 

 「そば」は、四訂成分表では「玄穀」が収載されていたが、そのままでは食用とされないので削除した。 

 「そば粉」は、脱殻した丸抜きを製粉工程で粉砕とふるい分けを繰り返して製粉される。製粉では「内層粉」

（１番粉、主として内層部）、「中層粉」（２番粉、主として中層部）及び「表層粉」（３番粉、主として表層部）

にふるい分けされ、用途に応じて混合して使用されるので、ふるい分けしていない「全層粉」とともにこれらを

分けて収載した。なお、試料のそば粉は、同一来歴の玄穀を製粉して、「内層粉」、「中層粉」、「表層粉」並びに「全

層粉」を調製したものである。「全層粉」は丸抜き対比で歩留りが９０％程度である。これら「そば粉」の成分値

は、分析値及び四訂成分表成分値に基づき決定した。 

 「そば米（まい）」は、そばごめ、むきそばとも呼ばれ、玄穀をゆでた後、乾燥して殻を除去したものである。

成分値は、分析値及び四訂成分表成分値に基づき決定した。 

 「そば」（そば切り）及び「干しそば」の成分値は、分析値及び四訂成分表成分値に基づき決定した。 

とうもろこし＜玉蜀黍＞ 

 －０１１３１ 玄   穀 

 －０１１３２ コーンミール 

 －０１１３３ コーングリッツ 

 －０１１３４ コーンフラワー 

 －ジャイアントコーン 

 －０１１３５ フライ、味付け 

 －０１１３６ ポップコーン 

 －０１１３７ コーンフレーク 

 「とうもろこし」は、完熟種子を利用する場合と未熟種子を利用する場合とがある。「玄穀」は、とうもろこし



 

                      

の完熟種子であり、成分値は、分析値及び四訂成分表成分値に基づき決定した。未熟種子については野菜類に収

載した。 

「コーンミール」は、玄穀粒の胚芽を除き粉砕したものである。「コーングリッツ」は、玄穀粒を粗砕し、表皮、

胚芽を除き粉砕、ふるい分けしたもので、その製造工程中に生ずる胚乳の粉質部が「コーンフラワー」である。

これらの成分値は、分析値及び四訂成分表成分値に基づき決定した。 

 新たに収載した「ジャイアントコーン」の「フライ、味付け」は、ペルー産の大粒種を原料としたもので、成

分値は、分析値に基づき決定した。 

 「ポップコーン」は、ポップ（爆裂）種に油、食塩を加えて加熱し爆裂させたもので、成分値は分析値及び四

訂成分表成分値に基づき決定した。 

 「コーンフレーク」は、粗砕コーングリッツに調味液を加え加圧加熱し、半乾燥のものをローラーでフレーク

状として乾燥、焙（ばい）焼したもので、成分値は分析値及び四訂成分表成分値に基づき決定した。 

はとむぎ＜薏苡＞ 

 －０１１３８ 精白粒 

 「精白粒」の成分値は、分析値及び四訂成分表成分値に基づき決定した。 

ひ   え＜稗＞ 

 －０１１３９ 精白粒 

 「精白粒」の成分値は、分析値及び四訂成分表成分値に基づき決定した。なお、四訂成分表の「玄穀」は削除

した。 

もろこし＜蜀黍＞ 

 －０１１４０ 玄 穀 

 －０１１４１ 精白粒 

 「玄穀」及び「精白粒」の成分値は、分析値及び四訂成分表成分値に基づき決定した。 

ライむぎ＜ライ麦＞ 

 －０１１４２ 全粒粉 

 －０１１４３ ライ麦粉 

 「ライむぎ」の「全粒粉」を新たに収載し、四訂成分表の「玄穀」は削除した。「全粒粉」及び「ライ麦粉」の

成分値は、分析値及び四訂成分表成分値に基づき決定した。 
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